
1区
画

令和８年４月１日（水）～令和９年２月１２日（金）

午前9時～午後4時（土日・祝日を除く）

豊田市役所小原支所

抽選方法 先着順

申込期間

譲受人の決定

済
1

済

のこり

販売中
※裏面注目

〇補助金があります。
　土地・住宅取得で最大１５０万円
　（申請には条件があります。）



１

  5,395,588円
(約49,256円/坪) 162,000円 5,233,588円

6,210,048円
(約63,471円/坪)

187,000円 6,023,048円

14.90

済

済
15.91

10.77

接道は駐車場に活用できます。
軽自動車の車幅は1.48m以下のため、ドアを開けるスペースが約0.7mあり
ます。約0.7m 軽自動車

接道約3m

約0.7m

※西側（河川側）の空石積、土のう積みは、区画に含まれます。（現状引渡しとなります。修繕等は、譲受人の負担と

　なります。空石積の築造年月日：不明）

※建築物は、「愛知県建築基準条例第８条がけ附近の建築物（がけ条例）」により、建築物との間にそのがけの高さの
 
   ２倍以上の水平距離が必要です。（ただし、平成１２年愛知県告示第８９９号の安全上支障がないものとして知事が

　定める場合を除く。）

※区画は、電柱を含みます。



令和８年４月１日（水）～令和９年２月１２日（金）

午前9時～午後4時（土日・祝日を除く）

豊田市役所小原支所

現地確認期間

分譲のお申込み

申込資格

令和８年４月１日（水）～令和９年２月１２日（金）

午前9時～午後4時（土日・祝日を除く）

豊田市役所小原支所へ事前連絡

●代表者名と参加人数を連絡

●必ず現地確認を行ってください。

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条
第６号に規定する暴力団員又は同条第２号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密
接な関係を有する者であると認められない方

８



先着順譲受人の決定

売買契約の締結

売買代金の納入

所有権移転登記買
戻しの特約登記

宅地の引渡し

申込期間後に空き
区画がある場合

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員又は
同条第２号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であると認められない方

８



①賃借権、抵当権その他の所有権の完全な行使を制限する権利の設定をすること。
②売買、贈与、交換、出資等による所有権の移転をすること。
③分筆又は分割すること。



ア

イ

ウ

先着順で受け付けます。



⑮手続等は、豊田市宅地分譲規則に基づき行います。
⑯分譲地の東側は一部が急傾斜地崩壊危険区域に入ります。盛土、切土等の制限がある場合があります。詳細は豊田
　加茂建設事務所維持管理課(電話0565-35-931９)でご確認ください。

買戻しの期間は、契約締結日の翌日から起算して10年間とする。

⑫建築基準法及び建築物省エネ法は令和7年4月1日に大きく改正されましたのでご承知おきください。

〇補助金があります。
　土地・住宅取得で最大１５０万円
　（申請には条件があります。）

④各家庭へ電気を供給するための電柱が設置されています。申し込みに際しては、現地をご確認ください。




